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群
馬
弁
護
士
会
で
は
、
次
の
と
お

り
無
料
法
律
相
談
を
行
い
ま
す
。

◇
日
時

10
月
19
日
（火）

午
前
10
時

〜
正
午

◇
場
所

館
林
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ

ー（
館
林
市
苗
木
町
2
4
5
2
―
1
）

◇
申
し
込
み

事
前
に
館
林
市
総
合

福
祉
セ
ン
タ
ー
へ
電
話
予
約
�
(75)
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1
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し
て
く
だ
さ
い
。

無

料

法

律

相

談

会

お
知
ら
せ

人

権

侵

犯

被
害
の
申
告
・
相
談

前
橋
地
方
法
務
局
太
田
支
局

�
（32）
6
1
0
0

法
務
局
並
び
に
人
権
擁
護
委
員
は
、

国
民
の
皆
様
の
基
本
的
人
権
が
侵
害

さ
れ
た
と
き
に
、
皆
様
か
ら
の
申
告

や
相
談
を
受
け
て
被
害
か
ら
の
救
済

を
手
助
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
。
費
用
は
無
料
で
、
秘
密
は
堅

く
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
人
権
が
侵
害
さ
れ
た
と
き

川
俣
郵
便
局
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今
年
も
11
月
1
日
（月）
か
ら
平
成
17

年
用
お
年
玉
付
き
年
賀
は
が
き
が
次

の
と
お
り
発
売
さ
れ
ま
す
。

▼
無
地
50
円
　
▼
無
地
（
イ
ン
ク
ジ

ェ
ッ
ト
広
告
付
）
45
円
　
▼
無
地

（
イ
ン
ク
ジ
ェ
ッ
ト
紙
）
50
円
　
▼
無

地（
イ
ン
ク
ジ
ェ
ッ
ト
紙
光
沢
）
65
円

▼
絵
入
り
　
地
方
版
「
冬
桜
」
55
円

年

賀

は

が

き

発

売

太
田
保
健
福
祉
事
務
所
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◇
テ
ー
マ

思
春
期
の
こ
ど
も
の
こ

こ
ろ
と
か
ら
だ

◇
日
時

11
月
13
日
（土）
午
後
2
時

30
分
〜
午
後
4
時

◇
場
所

ぐ
ん
ま
こ
ど
も
の
国
児
童

会
館
2
階
多
目
的
ホ
ー
ル

◇
講
師

家
坂
清
子
氏
（
い
え
さ
か

産
婦
人
科
医
院
副
委
員
長
）

思
春
期
の
こ
ど
も
に

関

す

る

講

演

会

◇
対
象
者

民
生
児
童
委
員
等
、一
般

（
思
春
期
の
こ
ど
も
を
持
つ
親
等
）

◇
定
員

3
1
2
名
（
先
着
順
）

◇
料
金

無
料

◇
申
し
込
み

一
般
の
か
た
は
10
月

25
日
（月）
か
ら
太
田
保
健
福
祉
事
務

所
こ
ど
も
相
談
部
で
受
け
付
け
し

ま
す
。

こ
こ
ろ
に
病
を
持
つ

か
た
の
家
族
相
談
会

群
馬
県
精
神
障
害
者
家
族
会
連
合
会

�
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2
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◇
日
時

11
月
18
日
（木）

午
前
10
時

〜
午
後
3
時

◇
場
所

館
林
保
健
福
祉
事
務
所

◇
相
談
内
容

▼
保
健
、
医
療
、
福

祉
お
よ
び
年
金
等
の
相
談
　
▼
家

族
の
対
応
の
仕
方
　
▼
社
会
復
帰

へ
の
相
談
　
▼
家
族
同
士
の
対
話

◇
相
談
員

県
こ
こ
ろ
の
健
康
セ
ン

タ
ー
精
神
科
医
師
、
保
健
師
ほ
か

◇
対
象
者

精
神
障
害
者
家
族
お
よ

び
関
係
者

◇
申
し
込
み

当
日
直
接
会
場
へ

◇
期
間

11
月
９
日
（火）
〜
15
日
（月）

◇
統
一
標
語

「
火
は
消
し
た
？
　
い
つ
も

心
に
　
き
い
て
み
て
」

住
宅
防
火
　
い
の
ち
を
守
る

七
つ
の
ポ
イ
ン
ト

■
三
つ
の
習
慣

�
寝
た
ば
こ
は
、絶
対
や
め
る
。

�
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い

も
の
か
ら
離
れ
た
位
置
で
使

用
す
る
。

�
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を

離
れ
る
と
き
は
、
必
ず
火
を

消
す
。

■
四
つ
の
対
策

�
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置

す
る
。

�
寝
具
や
衣
類
か
ら
の
火
災
を

防
ぐ
た
め
に
、
防
炎
製
品
を

使
用
す
る
。

�
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す

た
め
に
、
住
宅
用
消
火
器
等

を
設
置
す
る
。

�
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由

な
人
を
守
る
た
め
に
、
隣
近

所
の
協
力
体
制
を
つ
く
る
。

秋
季
全
国
火
災
予
防

運
動
に
ご
協
力
を

（財）
群
馬
県
暴
力
追
放
県
民
会
議
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◇
日
時

10
月
26
日
（火）

午
後
1
時

〜
4
時

◇
場
所

高
崎
市
中
央
公
民
館
特
設

１

日

暴

力

無

料

相

談

所

開

設

会
場
（
高
崎
市
末
広
町
27
）

◇
相
談
の
範
囲

刑
事
、
民
事
を
問

わ
ず
暴
力
団
員
な
ど
に
よ
る
各
種

被
害
、
不
当
な
要
求
行
為
、
債
権

取
立
、
不
動
産
の
売
買
・
貸
借
の

問
題
、
交
通
事
故
示
談
等
民
事
介

入
問
題
ほ
か

◇
相
談
員

弁
護
士
、
警
察
官
・
暴

力
追
放
相
談
委
員

◇
費
用

無
料
　

※
当
日
は
、
電
話
に
よ
る
相
談
も
受

け
付
け
ま
す
。
特
設
電
話
0
2
7（
2

2
3
）9
3
8
6

に
、簡
単
に
申
告
が
で
き
る
よ
う
「
人

権
侵
犯
被
害
申
告
シ
ー
ト
」
を
法
務

局
お
よ
び
法
務
局
支
局
に
備
え
付
け

て
お
り
ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

法
務
省
人
権
擁
護
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.m
oj.go.jp/JIN

K
EN

10
月
1
日
付
け
で
町
職
員
の

人
事
異
動
が
あ
り
ま
し
た
の
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。（

）は
前
職

主
任

▽
企
画
課
広
報
係
　
原
島
和
子

（
住
民
課
住
民
係
）

▽
住
民
課
住
民
係
　
島
田
　
操

（
総
務
課
秘
書
係
）

主
事
補

▽
総
務
課
秘
書
係
　
萩
澤
美
絵

（
企
画
課
広
報
係
）

町
職
員
人
事
異
動

明
和
分
署  
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